
   ○南九州市ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業補助金交付要綱 

令和５年３月28日 

告示第60号 

改正 令和５年９月12日告示第165号 

（趣旨） 

第１条 この告示は，ＪＲ指宿枕崎線の利用促進に資するため，ＪＲ指宿枕崎線

を利用して社会見学活動等を行う団体等に対し，予算の範囲内において南九州

市ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とについて，南九州市補助金等交付規則（平成19年南九州市規則第42号）に定

めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 児童生徒等 保育園，幼稚園，認定こども園の園児並びに小学校の児童及

び中学校の生徒をいう。 

⑵ 高齢者 65歳以上の南九州市民をいう。 

⑶ 団体等 市内の保育園，幼稚園，認定こども園，小学校，中学校（以下「学

校等」という。），並びに子ども会，スポーツ少年団，小中学校のＰＴＡ等児

童生徒等の育成等を目的として活動する団体及び高齢者の団体をいう。 

⑷ 社会見学活動等  児童生徒等又は高齢者が参加する団体等が実施する遠

足等の社会見学や学校行事，文化・スポーツ交流，健康づくり活動，ボラン

ティア活動その他市長が適当と認める活動をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は，ＪＲ指宿枕崎線の枕崎駅から指宿駅ま

での区間を利用して社会見学活動等を実施する団体等とする。  

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は，社会見学活動等において利用するＪＲ指宿枕崎線の枕

崎駅から指宿駅までの区間の児童生徒等及び保護者等引率者（以下「引率者」

という。）並びに高齢者の乗車運賃とする。ただし，引率者の乗車運賃について

は，社会見学活動等に参加する児童生徒等の人数を超えない範囲で，引率者の

人数分の乗車運賃を上限とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は，前条の補助対象経費の２分の１の額とする。ただし，申

請者が学校等の場合，補助対象経費の10分の10以内の額とする。 

２ 前項の補助金の額に10円未満の端数が生じたときは，切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 



第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，ＪＲ指

宿枕崎線利用促進事業補助金交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（実績報告） 

第７条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は，事業が完了したときは，ＪＲ

指宿枕崎線利用促進事業補助金交付請求書（第２号様式）に次に掲げる書類を

添えて，市長に提出しなければならない。 

⑴ ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業補助金実績報告書（第３号様式）  

⑵ ＪＲ指宿枕崎線の乗車券の購入に係る運賃領収書の写し  

⑶ 社会見学活動等の実施が確認できる書類（行程表，写真等） 

⑷ 社会見学活動等の参加者名簿 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月12日告示第165号） 

 この告示は，告示の日から施行する。 

  



第１号様式（第６条関係） 

年  月  日  

 

 南九州市長    様 

 

 住  所  

 団体等名           

 代表者名           

 電話番号 

 

ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業補助金交付申請書 

 

 南九州市ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業補助金の交付を受けたいので，南九州市

ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業補助金交付要綱第６条の規定により，関係書類を添

えて申請します。 

 

記 

 

交付申請額              円 

団 体 等 名  

実 施 日     年  月  日 

訪 問 先  

目 的  □遠足等社会見学  □文化・スポーツ交流 

 □その他（              ） 

利 用 区 間     駅～    駅（□往復利用 □片道利用） 

乗 車 人 数     人（児童生徒等   人 引率者   人） 

 ※□には，いずれかに☑をつけてください。 

 

  



第２号様式（第７条関係） 

年  月  日  

 

 南九州市長    様 

 

住所            

氏名           ㊞  

               

ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業補助金交付請求書 

 

次のとおり補助金の交付を請求します。 

対 象 事 業 名 南九州市ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業 

交 付 請 求 額 金    円 

振  込  先 

金 融 機 関 名  支 店 名  

種  別 １普通 ２当座 口座番号  

フ リ ガ ナ 

口 座 名 義 人 

 

 

  

  



第３号様式（第７条関係） 

年  月  日  

 

 南九州市長    様 

 

 住  所  

 団体等名           

 代表者名           

 電話番号 

 

ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け南九企第  号で交付決定のあった南九州市ＪＲ

指宿枕崎線利用促進事業を実施したので，南九州市ＪＲ指宿枕崎線利用促進事業

補助金交付要綱第７条の規定により，関係書類を添えて実績を報告します。 

 

記 

 

団 体 等 名  

実 施 日     年  月  日 

訪 問 先  

利 用 区 間     駅～    駅（□往復利用 □片道利用） 

乗 車 実 績     人（児童生徒等   人 引率者   人） 

添 付 書 類 ⑴ ＪＲ指宿枕崎線の購入に係る運賃領収書の写し 

⑵ 社会見学活動等の実施が確認できる書類（行程表，写真

等） 

⑶ 社会見学活動等の参加者名簿 

 ※ □には，いずれかに☑をつけてください。 

 


